
議案第  号 

宝塚市自動車駐車場附置条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市自動車駐車場附置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）２月１３日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市自動車駐車場附置条例の一部を改正する条例 

宝塚市自動車駐車場附置条例（昭和５８年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「建築物（一戸建の住宅は除く。）」を「長屋又は共同住宅」に改める。 

第５条中「建築物」の次に「（第１２条第２項において「混合用途建築物」という。）」

を加える。 

第１０条の見出しを「（設置等の届出）」に改め、同条中「届出」を「届け出た当該事

項」に改める。 

第１２条中「含む。」の次に「以下この条において「管理対象駐車場」という。」を加

え、「当該駐車場」を「当該管理対象駐車場」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 管理対象駐車場（管理対象駐車場に係る建築物が専ら特定用途に供するものである場

合における当該管理対象駐車場及び管理対象駐車場に係る建築物が混合用途建築物であ

る場合における当該建築物の特定用途に供する部分に係る当該管理対象駐車場を除く。

以下この項において同じ。）の所有者及び管理者は、当該管理対象駐車場の供用を開始

した日から規則で定める年数を経過したときは、当該管理対象駐車場の規模を、最小規

模（第３条から第６条までの規定により設置すべき駐車場の規模のうち最小のものをい

う。）に満たない規模のものとすること（次条において「減台」という。）ができる。

この場合において、減台後の管理対象駐車場の規模は、当該管理対象駐車場の利用実績

を考慮して規則で定める規模以上でなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（減台等の届出） 

第１２条の２ 減台をしようとする者は、規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出な

ければならない。届け出た当該事項の内容を変更しようとするときも、また同様とする。 

第１３条第１項中「建築物又は」を「建築物若しくは」に、「及び」を「若しくは」に、



「から」を「に対し」に改める。 

第１４条第１項中「第１２条」を「第１２条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第１号の改正規定、 

第１０条の改正規定及び第１３条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 



議案第  号 

宝塚市自動車駐車場附置条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市自動車駐車場附置条例(昭和58年条例第20号)新旧対照表 

現行 改正案 

(用語の定義) (用語の定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 住宅用途 階層が3以上又は高さが9メ

ートル以上の建築物(一戸建の住宅は除

く。)を、居住の用に供することをいう。 

(1) 住宅用途 階層が3以上又は高さが9メ

ートル以上の長屋又は共同住宅       

    を、居住の用に供することをいう。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

(混合用途建築物の駐車場の設置) (混合用途建築物の駐車場の設置) 

第5条 居住の用に供する部分及び特定用途に

供する部分を有する建築物               

                                 につい

ては、特定用途とみなし、第3条及び前条の

規定を適用する。この場合において、駐車場

の規模は、居住の用に供する部分について住

宅用途の例により算定し、特定用途に供する

部分について特定用途の例により算定し、そ

の合算したものとする。 

第5条 居住の用に供する部分及び特定用途に

供する部分を有する建築物(第12条第2項に

おいて「混合用途建築物」という。)につい

ては、特定用途とみなし、第3条及び前条の

規定を適用する。この場合において、駐車場

の規模は、居住の用に供する部分について住

宅用途の例により算定し、特定用途に供する

部分について特定用途の例により算定し、そ

の合算したものとする。 

(届出)               (設置等の届出) 

第10条 第3条から第6条までの規定により駐

車場を設けようとする者は、規則で定める事

項をあらかじめ市長に届け出なければなら

ない。届出           の内容を変更しよう

とするときも、また同様とする。 

第10条 第3条から第6条までの規定により駐

車場を設けようとする者は、規則で定める事

項をあらかじめ市長に届け出なければなら

ない。届け出た当該事項の内容を変更しよう

とするときも、また同様とする。 

(駐車場の管理) (駐車場の管理) 

第12条 第3条から第6条までの規定により設

置された駐車場(第7条に規定する駐車場を

含む。                                 

        )の所有者及び管理者は、当該駐車

場    をその目的に適合するように管

理しなければならない。 

第12条 第3条から第6条までの規定により設

置された駐車場(第7条に規定する駐車場を

含む。以下この条において「管理対象駐車場」

という。)の所有者及び管理者は、当該管理

対象駐車場をその目的に適合するように管

理しなければならない。 

 2 管理対象駐車場(管理対象駐車場に係る建

築物が専ら特定用途に供するものである場

合における当該管理対象駐車場及び管理対

象駐車場に係る建築物が混合用途建築物で

ある場合における当該建築物の特定用途に

供する部分に係る当該管理対象駐車場を除

く。以下この項において同じ。)の所有者及

び管理者は、当該管理対象駐車場の供用を開

始した日から規則で定める年数を経過した

ときは、当該管理対象駐車場の規模を、最小



規模(第3条から第6条までの規定により設置

すべき駐車場の規模のうち最小のものをい

う。)に満たない規模のものとすること(次条

において「減台」という。)ができる。この

場合において、減台後の管理対象駐車場の規

模は、当該管理対象駐車場の利用実績を考慮

して規則で定める規模以上でなければなら

ない。 

 (減台等の届出) 

 第12条の2 減台をしようとする者は、規則で

定める事項をあらかじめ市長に届け出なけ

ればならない。届け出た当該事項の内容を変

更しようとするときも、また同様とする。 

(立入検査) (立入検査) 

第13条 市長は、この条例の規定を施行するた

め必要な限度において、建築物又は  駐車

場の所有者及び  管理者から 報告若し

くは資料の提出を求め、又は職員をして建築

物若しくは駐車場に立ち入り、検査させるこ

とができる。 

第13条 市長は、この条例の規定を施行するた

め必要な限度において、建築物若しくは駐車

場の所有者若しくは管理者に対し報告若し

くは資料の提出を求め、又は職員をして建築

物若しくは駐車場に立ち入り、検査させるこ

とができる。 

2 （略） 2 （略） 

(措置命令) (措置命令) 

第14条 市長は、第3条から第6条まで、第8条、

第9条又は第12条   の規定に違反した者

に対して相当の期限を定めて当該違反を是

正するため必要な措置を命ずることができ

る。 

第14条 市長は、第3条から第6条まで、第8条、

第9条又は第12条第1項の規定に違反した者

に対して相当の期限を定めて当該違反を是

正するため必要な措置を命ずることができ

る。 

2 （略） 2 （略） 

 





























都市整備部 開発指導課

令和8年（ 2026年）2月4日
第22回都市経営会議資料



１ 改正の趣旨
宝塚市⾃動⾞駐⾞場附置条例（昭和58年条例第20

号）（以下「附置条例」という。）の規定に基づき設
置された、既存建築物（住宅⽤途に限る）の駐⾞場に
ついて、台数の減台規定を新たに定めるため。

２ 改正の背景
（１）国⼟交通省から、既存の附置義務駐⾞場の緩和等

を含めた、社会の変化に対応した駐⾞施設の附置
義務制度の⾒直しが推進されている。

（２）附置条例が求める設置台数と利⽤実態の乖離が、
特に住宅⽤途において散⾒されている。



緩和内容
次の適⽤条件を満たした住宅⽤途に限り、届け出る

ことにより、附置条例で求める台数によらないことが
できる減台規定の追加。

適⽤条件
・駐⾞場の供⽤開始から3年を経過していること。
・直近3年の利⽤実績を下回らない範囲での減台で

あること

３ 条例改正案の概要



５ 施⾏期日
令和8年4月1日

１︓利⽤実態のない機械式駐⾞場の撤去が可能になる
場合もあり、維持管理費⽤における負担軽減となる。
２︓居住者⽤駐⾞区画数を減らすことにより、⼤きな
⾞両や社会的に求められている配送⽤⾞両等を停める
スペースの確保が可能となる。
３︓建築物毎の利⽤実態に応じた減台が可能となる緩
和内容であるため、附置条例の目的とする良好な住環
境の確保に影響はないと考えられる。

４ 改正に伴う影響


